
�����

■
日
時
　
１
月
28
日（
土
）　
10
時
〜
15
時�

■
場
所�

　
美
津
島
文
化
会
館
、
豊
玉
文
化
会
館
、�

　
上
県
地
区
公
民
館�

■
担
当
者
　
人
権
擁
護
委
員�

【
問
い
合
わ
せ
】�

　
長
崎
地
方
法
務
局
対
馬
支
局�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
担
当
　
坂
上
）�

　
☎
０
９
２
０（
５
２
）６
４
６
３�

���

　
里
親
と
は
、
家
庭
で
生
活
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
子
ど
も
を
、
家
族
の
一
員
と
し
て

迎
え
、
あ
た
た
か
い
雰
囲
気
の
な
か
で
、
愛

情
を
も
っ
て
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
て

て
く
れ
る
方
の
こ
と
で
す
。
養
育
を
お
願
い

す
る
子
ど
も
の
年
齢
は
、
０
〜
18
才
ま
で
様

々
で
す
。�

■
日
時
　
２
月
６
日（
月
）　
19
時
〜
20
時�

■
場
所
　
対
馬
市
交
流
セ
ン
タ
ー
３
階�

■
対
象
者�

　
里
親
に
興
味
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
方�

　
里
親
登
録
を
希
望
さ
れ
る
方
等�

※
参
加
人
数
把
握
の
た
め
左
記
連
絡
先
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
事
前
申
し
込
み
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
当
日
直
接
会
場
へ
お
越

し
く
だ
さ
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。�

【
問
い
合
わ
せ
】�

　
佐
世
保
こ
ど
も
・
女
性
・�

　
　
　
　
　
　
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー�

　
☎
０
９
５
６（
２
４
）５
０
８
０�

�����

�����

■
対
象
者�

　
⑴
対
馬
市
に
住
所
を
有
す
る
者
（
進
学
及

　
　
び
在
学
の
た
め
住
所
を
移
転
し
て
い
る

　
　
者
を
含
む
）�

　
⑵
①
学
校
教
育
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
26

　
　
　
号
。
以
下「
法
」と
い
う
）
第
１
条
に

　
　
　
規
定
す
る
大
学
に
在
学
し
て
い
る
者�

　
　
②
法
第
１
２
４
条
に
規
定
す
る
専
修
学

　
　
　
校
（
専
門
課
程
に
限
る
）
に
在
学
し

　
　
　
て
い
る
者�

　
⑶
他
か
ら
の
奨
学
金
を
受
け
て
い
な
い
者�

■
貸
付
要
件�

　
⑴
品
行
方
正
、
志
操
堅
固
、
学
術
優
秀
で
、

　
　
か
つ
、
健
康
で
あ
る
こ
と�

　
⑵
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
が
困
難
で
あ

　
　
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と�

■
募
集
期
間�

　
４
月
10
日（
火
）〜
５
月
10
日（
木
）�

■
貸
付
金
額
　
月
額
５
万
円
以
内�

■
貸
付
条
件�

　
⑴
奨
学
金
は
無
利
子�

　
⑵
貸
付
期
間
は
、
在
学
す
る
学
校
の
正
規

　
　
の
修
業
年
限�

■
申
込
に
必
要
な
書
類
等�

　
願
書
、
奨
学
生
推
薦
調
書
、
在
学
証
明
書
、

　
成
績
証
明
書
、
住
民
票
謄
本
（
本
人
・
保

　
護
者
）
、
健
康
診
断
書
、
保
護
者
の
所
得

　
証
明
書
及
び
納
税
証
明
書�

※
願
書
と
奨
学
生
推
薦
調
書
は
、
対
馬
市
教

　
育
委
員
会
総
務
課
（
上
対
馬
町
比
田
勝
）
、

　
中
地
区
教
育
事
務
所
（
峰
町
三
根
）
、
及

　
び
南
地
区
教
育
事
務
所
に
備
え
付
け
て
い

　
ま
す
。�

【
問
い
合
わ
せ
】（
申
込
先
）�

　
教
育
委
員
会
南
地
区
教
育
事
務
所�

　
☎
０
９
２
０（
５
２
）８
８
５
５�

I
n
f
o
r
m
a
t
io
n

f
r
o
m
T
S
U
S
H
I
M
A
C
I
T
Y

▼
▼
▼
対
馬
市
か
ら
の
お
知
ら
せ
や
、募
集
な
ど
の
情
報
を
お
届
け
し
ま
す
。（
詳
し
く
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
お
問
い
合
わ
せ
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
）�

202012. 1

子
ど
も
の
人
権
相
談
所
及
び�

　

女
性
の
悩
み
ご
と
相
談
所�

お
知
ら
せ�

募
　
集�

〜
里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か
？
〜�

里
親
講
座
を
開
催
し
ま
す�

対
馬
市
酒
井
豊
育
英
資
金�

　
　
　
　

貸
付
基
金
奨
学
生�
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民事調停で円満な解決を�
　裁判所には、裁判のほかに、裁判官や調停委員の立会いの
もと、話合いによって、トラブルを円満に解決する「民事調
停」という手続があります。民事調停は、裁判のように厳格
な手続ではなく、柔軟な手続のもと、時間や費用をかけずに、
トラブルを円満に解決することを目的としています。�

厳原税務署　☎0920（52）0645問い合わせ�

長崎地方裁判所　総務課　庶務係�
☎095（804）4114

問い合わせ�

平成23年分の申告期限と納期限�平成23年分の申告期限と納期限�

長崎労働局賃金室　☎095（801）0033問い合わせ�

厳原税務署からのお知らせ�

●所得税・贈与税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3月15日（木）�
●個人事業者の消費税及び地方消費税・・・4月2日（月）�

厳原税務署では、確定申告相談会場を�
2月1日（水）から開設いたします。�
※土・日曜日及び祝日は休みです�

国税庁� 検索�

申告書等の作成は、国税庁ホームページの�

www.nta.go.jp

「確定申告書等作成コーナー」�「確定申告書等作成コーナー」�をぜひご利用ください！�

※e-Taxの利用に際しては、電子証明書の取得（手数料が必要です）ICカードリーダライタの購入などの事前準備が必要です。�

便利な
�

または�

画面の案内に従って金額等を入力�
すれば、税額などが自動計算され、�
所得税、消費税の申告書のほか、�
収支内訳書や青色申告決算書など�
を作成することができます。�

インターネット�
で送信！�

印刷して
郵送�

等で提出
！�

無料電話�
相談会�
長崎県弁護士会�

☎095（824）3903

高齢者
の�

ための
�高齢者

の�

ための
�

予約電話�

■日時�
　平成23年12月～平成24年3月�
　　　　　　　　　（毎週木曜日）�
　10：00～12：00、15：00～17：00�

■相談対象者�
　原則として65歳以上の方�

■日時　2月19日（日）�
　　　　13：00～16：00�

■場所　対馬市公会堂�

※「高齢者のための無料電話相談希望」�
　とお伝えください。�

経済センサスキャラクター�

総務省・経済産業省・長崎県・対馬市�

　　　　　　　　平成24年２月に全ての企業・事業所を対象
　　　　　　　とした経済センサスー活動調査を実施します。
　この調査は、我が国における産業構造を包括的に明らかに
することを目的とする政府の重要な調査で、統計法に基づい
た報告義務のある期間統計調査です。��
　支社等のない事業所等には、調査員が直接伺い、調査票を
配布します。支社等を有する企業等には、国、都道府県及び
市が、民間事業者を通じて本社等に調査票を郵送し、インタ
ーネット又は郵送で回答していただきます。��
　調査の趣旨・必要性を御理解いただき、御回答をよろしく
お願いいたします。�

平成24年経済センサス�
～活動調査を実施します～�

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も

長崎県最低賃金は平成23年10月12日から
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

646円�1時間�

平成23年度第11回�

対馬少年の主張大会�対馬少年の主張大会�

対馬市青少年健全育成連絡協議会�
対馬市教育委員会�


